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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
2019年度 

第１四半期連結 
累計期間 

2020年度 
第１四半期連結 

累計期間 
2019年度 

 

(自 2019年 
   ４月１日 
 至 2019年 
   ６月30日) 

(自 2020年 
   ４月１日 
 至 2020年 
   ６月30日) 

(自 2019年 
   ４月１日 
 至 2020年 
   ３月31日) 

経常収益 百万円 4,735 5,386 22,950 

経常利益 百万円 735 470 2,635 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
百万円 490 187 ―― 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
百万円 ―― ―― 1,147 

四半期包括利益 百万円 759 3,378 ―― 

包括利益 百万円 ―― ―― △7,943 

純資産額 百万円 82,043 76,293 73,141 

総資産額 百万円 1,577,664 1,583,257 1,538,859 

１株当たり四半期純利益 円 51.69 19.69 ―― 

１株当たり当期純利益 円 ―― ―― 120.74 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益 
円 51.21 19.48 ―― 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
円 ―― ―― 119.60 

自己資本比率 ％ 5.16 4.77 4.71 

 （注）１．当行は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株

主持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

  (1) 財政状態及び経営成績の状況 

   当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済を顧みますと、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言

の解除に伴い、個人消費に持ち直しの動きがみられるなど、景気は下げ止まりつつあるものの、輸出や生産が減少す

るなか、企業収益が急速に減少するなど、極めて厳しい状況が続いております。 

   当行グループの主たる営業基盤である新潟県の経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により輸出

や生産が大幅に減少しているほか、弱めの動きがみられている雇用・所得環境を背景に個人消費の大幅な減少が続く

など、極めて厳しい状況にあります。 

   このような経済状況のもとで、当行グループの当第１四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、経常収

益は、その他業務収益やその他経常収益の増加などにより、前年同四半期比６億51百万円増加の53億86百万円となり

ました。経常費用は、その他業務費用やその他経常費用の増加などにより、前年同四半期比９億16百万円増加の49億

16百万円となりました。 

以上の結果、経常利益は、前年同四半期比２億65百万円減少の４億70百万円となりました。 

   親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比３億３百万円減少の１億87百万円となりました。 

   当第１四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、総資産は１兆5,832億57百万円（前年度末比

443億98百万円増加）、純資産は762億93百万円（前年度末比31億52百万円増加）となりました。主要勘定につきまし

ては、貸出金は１兆689億27百万円（前年度末比91億25百万円増加）、有価証券は3,448億38百万円（前年度末比18億

18百万円減少）、預金等（預金＋譲渡性預金）は１兆4,120億74百万円（前年度末比490億62百万円増加）となりまし

た。 
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① 国内・国際業務部門別収支

 資金運用収支は国内業務部門34億円（合計に対する割合97.8％）、国際業務部門76百万円（合計に対する割合

2.2％）となりました。

 役務取引等収支は国内業務部門１億12百万円（合計に対する割合99.4％）、国際業務部門０百万円（合計に対

する割合0.6％）となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 3,482 88 － 3,570

当第１四半期連結累計期間 3,400 76 － 3,477

うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 3,604 96 2 3,698

当第１四半期連結累計期間 3,482 80 1 3,561

うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 121 8 2 127

当第１四半期連結累計期間 81 4 1 84

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 131 1 － 132

当第１四半期連結累計期間 112 0 － 112

うち役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 581 2 － 584

当第１四半期連結累計期間 564 2 － 567

うち役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 450 1 － 452

当第１四半期連結累計期間 452 2 － 454

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 290 4 － 295

当第１四半期連結累計期間 △131 3 － △127

うちその他業務収益
前第１四半期連結累計期間 306 4 － 311

当第１四半期連結累計期間 609 3 － 612

うちその他業務費用
前第１四半期連結累計期間 16 － － 16

当第１四半期連結累計期間 740 － － 740

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．「相殺消去額(△)」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

３．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。

４．資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用（前第１四半期連結累計期間０百万円、当第１四半期連結累計期

間０百万円）を控除して表示しております。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況

 役務取引等収益は、国内業務部門の預金・貸出業務、為替業務及び投信・保険窓販業務を中心に５億67百万円

となりました。

 また、役務取引等費用は、国内業務部門を中心に４億54百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 581 2 － 584

当第１四半期連結累計期間 564 2 － 567

うち預金・貸出業務
前第１四半期連結累計期間 143 － － 143

当第１四半期連結累計期間 141 － － 141

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 163 2 － 166

当第１四半期連結累計期間 159 2 － 161

うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 5 － － 5

当第１四半期連結累計期間 5 － － 5

うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 8 － － 8

当第１四半期連結累計期間 8 － － 8

うち保護預り・貸金

庫業務

前第１四半期連結累計期間 1 － － 1

当第１四半期連結累計期間 1 － － 1

うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 6 0 － 6

当第１四半期連結累計期間 7 0 － 7

うち投信・保険窓販

業務

前第１四半期連結累計期間 179 － － 179

当第１四半期連結累計期間 175 － － 175

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 450 1 － 452

当第１四半期連結累計期間 452 2 － 454

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 30 1 － 32

当第１四半期連結累計期間 28 2 － 30

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。 
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③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第１四半期連結会計期間 1,348,184 969 － 1,349,154

当第１四半期連結会計期間 1,375,477 881 － 1,376,358

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 546,085 － － 546,085

当第１四半期連結会計期間 628,501 － － 628,501

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 798,592 － － 798,592

当第１四半期連結会計期間 742,225 － － 742,225

うちその他
前第１四半期連結会計期間 3,505 969 － 4,475

当第１四半期連結会計期間 4,750 881 － 5,632

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 57,674 － － 57,674

当第１四半期連結会計期間 35,715 － － 35,715

総合計
前第１四半期連結会計期間 1,405,858 969 － 1,406,828

当第１四半期連結会計期間 1,411,193 881 － 1,412,074

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

   ２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

 ３．定期性預金＝定期預金＋定期積金

 ４．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。
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④ 貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,040,668 100.00 1,068,927 100.00

製造業 81,264 7.81 89,710 8.39

農業，林業 5,540 0.53 6,053 0.57

漁業 361 0.03 350 0.03

鉱業，採石業，砂利採取業 1,227 0.12 1,433 0.13

建設業 50,561 4.86 54,170 5.07

電気・ガス・熱供給・水道業 7,393 0.71 7,512 0.70

情報通信業 4,240 0.41 4,350 0.41

運輸業，郵便業 19,413 1.86 20,141 1.88

卸売業，小売業 72,709 6.99 71,268 6.67 

金融業，保険業 89,919 8.64 88,772 8.31

不動産業，物品賃貸業 155,706 14.96 157,040 14.69

サービス業等 91,440 8.79 96,834 9.06

地方公共団体 139,762 13.43 140,456 13.14

その他 321,123 30.86 330,832 30.95

（注）１．「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

   ２．海外店分及び特別国際金融取引勘定分は該当ありません。

 

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

 前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

 当第１四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 

  当第１四半期連結累計期間において、当行グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

 当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動に関しては該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

      当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（2020年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（2020年８月11日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 9,671,400 9,671,400 東京証券取引所市場第一部 
単元株式数 

100株 

計 9,671,400 9,671,400 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2020年４月１日～

2020年６月30日
－ 9,671 － 10,000 － 8,208

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2020年６月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 164,800 － 単元株式数 100株 

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,478,600 94,786 同上 

単元未満株式 普通株式 28,000 － 
１単元（100株） 

未満の株式 

発行済株式総数   9,671,400 － － 

総株主の議決権   － 94,786 － 

 

②【自己株式等】

        2020年６月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社大光銀行 
新潟県長岡市大手

通一丁目５番地６ 
164,800 － 164,800 1.70 

計 ────── 164,800 － 164,800 1.70 

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（1982年大蔵省令第10号）に準拠しております。 

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自2020年４月１日 至

2020年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年６月30日）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2020年６月30日) 

資産の部    

現金預け金 90,865 133,016 

金銭の信託 7,979 7,966 

有価証券 ※２ 346,656 ※２ 344,838 

貸出金 ※１ 1,059,802 ※１ 1,068,927 

外国為替 2,138 2,062 

その他資産 13,201 9,045 

有形固定資産 16,609 16,653 

無形固定資産 610 608 

退職給付に係る資産 1,098 1,310 

繰延税金資産 2,525 885 

支払承諾見返 2,070 2,782 

貸倒引当金 △4,699 △4,839 

資産の部合計 1,538,859 1,583,257 

負債の部    

預金 1,322,568 1,376,358 

譲渡性預金 40,443 35,715 

コールマネー及び売渡手形 652 732 

債券貸借取引受入担保金 36,646 30,610 

借用金 50,200 50,200 

外国為替 － 0 

その他負債 9,923 7,720 

賞与引当金 645 324 

役員賞与引当金 － 5 

退職給付に係る負債 353 328 

睡眠預金払戻損失引当金 445 442 

偶発損失引当金 96 70 

利息返還損失引当金 5 5 

再評価に係る繰延税金負債 1,665 1,665 

支払承諾 2,070 2,782 

負債の部合計 1,465,718 1,506,963 

純資産の部    

資本金 10,000 10,000 

資本剰余金 8,208 8,208 

利益剰余金 52,638 52,587 

自己株式 △418 △418 

株主資本合計 70,428 70,378 

その他有価証券評価差額金 403 3,574 

土地再評価差額金 2,413 2,413 

退職給付に係る調整累計額 △712 △701 

その他の包括利益累計額合計 2,104 5,286 

新株予約権 185 198 

非支配株主持分 422 430 

純資産の部合計 73,141 76,293 

負債及び純資産の部合計 1,538,859 1,583,257 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年６月30日) 

経常収益 4,735 5,386 

資金運用収益 3,698 3,561 

（うち貸出金利息） 2,815 2,712 

（うち有価証券利息配当金） 857 829 

役務取引等収益 584 567 

その他業務収益 311 612 

その他経常収益 ※１ 141 ※１ 644 

経常費用 4,000 4,916 

資金調達費用 128 84 

（うち預金利息） 119 79 

役務取引等費用 452 454 

その他業務費用 16 740 

営業経費 3,263 3,257 

その他経常費用 ※２ 139 ※２ 378 

経常利益 735 470 

特別損失 0 6 

固定資産処分損 0 6 

税金等調整前四半期純利益 734 463 

法人税、住民税及び事業税 79 14 

法人税等調整額 155 253 

法人税等合計 235 267 

四半期純利益 499 196 

非支配株主に帰属する四半期純利益 9 8 

親会社株主に帰属する四半期純利益 490 187 

 

- 11 -



【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年６月30日) 

四半期純利益 499 196 

その他の包括利益 260 3,182 

その他有価証券評価差額金 271 3,170 

退職給付に係る調整額 △10 11 

四半期包括利益 759 3,378 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 750 3,369 

非支配株主に係る四半期包括利益 9 8 
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【注記事項】

（追加情報）

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は、当連結会計年度中は続くものと

想定し、当行グループの貸出金等の信用リスクにある程度影響があるとの仮定を置いております。

   しかしながら、同感染症は政府の対策などにより徐々に収束するものと考えられ、与信費用への影響は軽微であ

ると想定されることから、貸倒引当金に追加計上しておりません。

   なお、上記仮定の不確実性は高く、今後、新型コロナウイルス感染症の感染状況により経済環境が悪化した場合

には、当第２四半期連結会計期間以降の連結財務諸表において当該貸倒引当金は増加する可能性があります。

   また、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から変更はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2020年６月30日）

破綻先債権額 579百万円 507百万円

延滞債権額 17,790百万円 17,971百万円

３カ月以上延滞債権額 74百万円 120百万円

貸出条件緩和債権額 101百万円 88百万円

合計額 18,546百万円 18,687百万円

 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2020年６月30日）

  7,586百万円 7,822百万円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
 
 

前第１四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

償却債権取立益 60百万円 205百万円

株式等売却益 46百万円 394百万円

偶発損失引当金戻入益 7百万円 26百万円

 

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
 
 

前第１四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

貸倒引当金繰入額

株式等償却

37百万円

60百万円

167百万円

180百万円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  2019年４月１日
至  2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  2020年４月１日
至  2020年６月30日）

減価償却費 184百万円 190百万円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月25日

定時株主総会
普通株式 237 25.0 2019年３月31日 2019年６月26日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

当第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月24日

定時株主総会
普通株式 237 25.0 2020年３月31日 2020年６月25日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他」の重要性が

乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはクレジットカード業務等が含まれております。 
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（金融商品関係）

 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。

 

  前連結会計年度（2020年３月31日）

科 目
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

  有価証券      

満期保有目的の債券 7,586 7,509 △76

その他有価証券 337,675 337,675 －

  貸出金 1,059,802    

貸倒引当金（＊） △4,552    

  1,055,249 1,055,712 462

（＊） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

 

  当第１四半期連結会計期間（2020年６月30日） 

科 目
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

  有価証券      

満期保有目的の債券 7,822 7,669 △153

その他有価証券 335,624 335,624 －

  貸出金 1,068,927    

貸倒引当金（＊） △4,683    

  1,064,244 1,063,831 △412

（＊） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

 

 （注）１．有価証券の時価の算定方法 

 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資

信託は、公表されている基準価格によっております。

 自行保証付私募債は、内部格付ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で

割り引いて時価を算定しております。

 なお、満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項につい

ては「（有価証券関係）」に記載しております。

    ２．貸出金の時価の算出方法

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定

金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出

を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）

のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在

価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結決算

日（連結決算日）における四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ

ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額

を時価としております。
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（有価証券関係）

  企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。

 

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2020年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 － － －

地方債 － － －

社債 7,586 7,509 △76

その他 － － －

合計 7,586 7,509 △76 

 

当第１四半期連結会計期間（2020年６月30日）

 
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 － － －

地方債 － － －

社債 7,822 7,669 △153

その他 － － －

合計 7,822 7,669 △153
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２．その他有価証券 

前連結会計年度（2020年３月31日）

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円）

株式 2,774 6,184 3,410

債券 217,482 219,648 2,165

 国債 109,967 111,798 1,830

 地方債 49,727 49,976 248

 社債 57,787 57,873 86

その他 116,973 111,842 △5,131

合計 337,230 337,675 444

 

当第１四半期連結会計期間（2020年６月30日） 

  取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 2,599 6,619 4,020

債券 213,472 215,175 1,703

 国債 108,035 109,407 1,372

 地方債 46,360 46,602 241

 社債 59,076 59,165 89

その他 114,554 113,829 △725

合計 330,626 335,624 4,997

（注）その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復

する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照

表計上額）とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以下、

「減損処理」という。）しております。

  前連結会計年度における減損処理額は、1,042百万円（うち、株式117百万円、その他の証券924百万円）であり

ます。

   当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、株式180百万円であります。

   なお、時価が「著しく下落した」と判断するための「合理的な基準」として、期末日の時価が簿価の30％以上下

落したものについて、個々の銘柄の時価の回復可能性の判断を行い、時価が回復する見込みがあると認められない

ものについて減損処理を行っております。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益 円 51.69 19.69

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 490 187

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 490 187

普通株式の期中平均株式数 千株 9,488 9,506

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期

  純利益
円 51.21 19.48

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益

調整額
百万円 － －

普通株式増加数 千株 89 99

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益の算定

に含めなかった潜在株式で、前連結会

計年度末から重要な変動があったもの

の概要

  － －

 

 

（重要な後発事象）

    該当事項はありません。

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

      2020年８月６日

       

株式会社大光銀行      

取締役会 御中      

       

  有限責任監査法人トーマツ 

   新潟事務所 

       

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 松崎 雅則  印 

       

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 石尾 雅樹  印 

 

監査人の結論 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大光銀

行の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大光銀行及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 



・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。 

・  四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・  四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行取締役頭取石田幸雄は、当行の第119期第１四半期（自2020年４月１日 至2020年６月30日）の四半期報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。

 


